
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

　Ｒ2までは、Ｈ27.11.20付市長決裁を基にした54,000,000円で補助し、Ｒ3以降見直し予
定。

該当例規等 糸島市社会福祉法人の助成に関する条例

基本目標１＿みんなが健康で元気なまちづくり

政策４＿社会福祉の推進

施策⑨＿地域福祉活動の充実を図る

社会福祉法第109条に基づき地域福祉推進の中心的役割を担う市社会福祉協議会に対し支
援を行うことで、地域福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるようにす
るため。

成果指標：社会福祉協議会の活動内容の認知度
目標値　：34.9％（H25市民モニターアンケート調査）⇒50.0％（R2年度）

補助対象事業
　社会福祉協議会　法人運営事業・地域福祉推進事業
補助対象者
　糸島市社会福祉協議会

糸島市社会福祉協議会：法人運営会計
・人件費：64,192,167円（職員７人分）
・事業費：2,382,081円（諸謝金、車両費等）
・事務費：10,899,746円（業務委託費、旅費、消耗品費等）
・減価償却費：161,908円

補助率：補助対象経費の５０％以内

令和２年度まで

糸島市補助金設計書

福祉支援課

補助金名称 社会福祉協議会補助金

区分 ②奨励・支援的事業補助


